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【Ⅰ－６（充実が求められる領域／歯科医療の充実）－⑤】 

歯科固有の技術の評価の見直し 
骨子【Ⅰ－６－(4)】 

第１ 基本的な考え方 

 

 １．う蝕や歯周疾患等に対する歯科医療技術について、重要度、難易度、

必要時間等に係る新たな知見等も参考としつつ、評価の見直しを行う。 

 

 ２．有床義歯の治療については、現行の義歯管理体系の定着を図っていく

観点からも、義歯調整等の診療実態に合わせた診療報酬上の評価の見直

しを行う。 

 

３． 診療報酬体系の簡素化を図る観点から、一部の歯科医療技術について、

その特性に応じた評価を行うとともに、重要度や普及・定着状況を踏ま

えつつ、評価のあり方について見直しを行う。 

 

４．歯科診療報酬においては、基本診療料に係る乳幼児加算の対象年齢を

６歳未満としているのに対して、特掲診療料に係る乳幼児加算の対象年

齢は５歳未満となっており、こうした差異が分かりにくいとの指摘があ

ることから、より分かりやすい診療報酬体系とするための見直しを行う。 

 

 

第２ 具体的な内容 

 

１．う蝕、歯周疾患等に係る歯科医療技術の評価の見直し 

 

う蝕や歯周疾患、歯の欠損等に対する歯科固有の技術について、重要

度、難易度、必要時間等も参考としつつ、評価の見直しを行う。 

 

(1) 歯周疾患に係る技術等の評価の見直し 

 

一部の歯周外科手術の評価の引き上げを行うとともに、混合歯列

期の歯周組織検査及び歯周基本治療後の処置の評価を新設する。ま




